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1.  ①時価発行、②有利発行、③不利発行  
　株式の発行がなされる際には、①時価発行、②有

利発行、③不利発行の3種が考えられる。しかし、

税法の文献に当たってみると、①と②に分類して議論

しているものばかりで、①、②、③に分類して議論し

ているものを筆者は見たことがない。理論上は①、②、

③のケースが考えられるのにもかかわらず、③につい

てコメントした文献がないことに疑問を感じ、研究を

開始した。

2.「1.③」について文献がない理由

⑴　1.③について文献がない理由は、法人税法施行

令（以下「施行令」という）119条1項の定め方で

はないかと考えられる。　

⑵　すなわち、「有価証券の取得価額」について定め

た同項4号によれば、「有価証券と引換えに払込み

をした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の

価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付す

べき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその

有価証券の取得のために通常要する価額に比して

有利な金額である場合における当該払込み又は当

該給付（以下この号において「払込み等」という。）

により取得をした有価証券（新たな払込み等をせ

ずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の

株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払

込み等又は株式等無償交付により取得をした当該

法人の株式又は新株予約権（当該法人の他の株主

等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に

おける当該株式又は新株予約権に限る。）、第20号

に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出

資により取得をしたものを除く。）」の取得価額は、

「その取得の時におけるその有価証券の取得のため

に通常要する価額」である。

　　上記1.の②は、これに該当する。

⑶　また、同じく「有価証券の取得価額」について

定めた同項2号によれば、「金銭の払込み又は金銭

以外の資産の給付により取得をした有価証券（第4

号又は第20号に掲げる有価証券に該当するもの及

び適格現物出資により取得をしたものを除く。）」の

取得価額は、「その払込みをした金銭の額及び給付

をした金銭以外の資産の価額の合計額（新株予約

権の行使により取得をした有価証券にあつては当該

新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、

その払込み又は給付による取得のために要した費用

がある場合にはその費用の額を加算した金額とす

る。）」である。

　　上記1.の①は、これに該当する。なお、施行令

119条1項2号は「（第4号…に掲げる有価証券に

該当するもの…を除く。）」と定め、上記1.②につ

いて同号が適用されないことが明示されている。

3.「1.③不利発行」についての解釈  
　以上のように、上記1.のうち、①には施行令119

条1項2号が適用され、②には同項4号が適用される

と考えられる。しかし、③不利発行については、施行

令119条1項に直接規定した条項がない。

　そこで、「1.の③不利発行」についてどのように解

釈するべきかを検討する。結論としては、「1.の①」

と同じ扱い（施行令119条1項2号が適用される）を

するべきであると解する。

　というのは、施行令119条1項2号は「原則」につ

いて定め、同項4号は「払込み等をする者に有利なも

の」について「特則」を定めており、施行令119条1項

にはそれ以外の定めはない。したがって、「払込み等
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をする者に不利なもの」については、原則である施行

令119条1項2号が適用されると考えるべきだからで

ある。

　同項が「不利発行」について特則を定めなかった

理由は、「不利発行」について施行令119条1項4号

と同様に、「取得価額」を「その取得の時におけるそ

の有価証券の取得のために通常要する価額（時価）」

として考え、そのような施行令を規定するとすれば

「株式を取得した側」に寄付金（損金算入限度額あり）

が発生し、国が受領する税金が当面減少するので、

意識的に、「不利発行」について施行令で定めていな

いのではないかと筆者は
4 4 4

考えている。今のところ、こ

れについて述べた文献は見つかっていない。

4.「新株発行」についての具体的な税務上の扱い
　「新株発行」についての具体的な税務上の扱いは、

以下のようになると考えられる。

⑴　A社は、「募集株式1株当たりの『払込金額』（会

社法199条1項2号）」が100万円、「募集株式の数

（同項1号）」が10株で、株式等を募集し、募集株

式の引受けの申込みをした法人B社が10株をA社

から割り当てられ、出資の履行をして株主になった

という設例で、検討する。

⑵　A社にとっては、法人税法22条5項の「資本等

取引」に該当するので、A社には「法人税の問題」

は発生しない（同条2項、3項）。

⑶  イ   B社にとっては、「資本等取引」ではなく「損

益取引」に該当する。

　ロ  「A社の新株発行時の1株の価値」が「100万

円」である場合

　　　B社における税務上の仕訳は、次のようになる。

　　　（A社株式） 1,000万円／（現金） 1,000万円

　　　B社にとっては、「損益取引」に該当するが、

「益金」も「損金」も発生しないので、結果的に

「法人税」は発生しない。

　ハ  「A社の新株発行時の1株の価値」が「100万

円を上回ったP円」であった場合

　　　B社における税務上の仕訳は、次のようになる。

　　　（A社株式） （P×10）円　（現金） 1,000万円

　　　　　　　　　　　　　　 （受増益） （P×10）円－1,000万円

　ニ  「A社の新株発行時の1株の価値」が「100万

円を下回ったQ円」であった場合

　　　B社における税務上の仕訳は、次のようになる。

　　　（A社株式） 1,000万円／（現金） 1,000万円

5.  念のための検討
　念のため、上記4. ⑶ ニ について、施行令119条

1項4号と同様に、「取得価額」を「その取得の時に

おけるその有価証券の取得のために通常要する価額

（時価）」として考えると、仕訳は下記のようになると

も考えられる。

　（A社株式） （Q×10）円　　　　　　　（現金） 1,000万円

　（寄付金） 1,000万円－（Q×10）円

　しかし、税法上の仕訳は、法令に従うべきであると

考えられるので、施行令119条1項2号を適用し、4. ⑶ 

ニ に述べるとおりと解する。

6.  お願い
　「新株の不利発行に関する税務」について記述を

した文献が見つからなかったので、浅学にもかかわ

らず私見を述べた。読者からのご批判をいただけれ

ばありがたい。
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